
女性活躍推進法に基づく常総衛生組合特定事業主行動計画

令和８年度～令和１２年度

　常総衛生組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」と

いう。）は，女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。）第

４．前計画における目標と実績

２．推進体制

１９条に基づき策定しています。

１．計画期間

　本計画の期間は，令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとします。

【目標①】令和７年度末までに，職員採用試験受験者数に占める女性の割合を４０％以上に

　本計画の策定及び推進は，総務課が主体となって行い，継続的な周知等を図ります。実施状況

等を確認し，必要に応じ，本計画の見直しを行うこととします。

３．進捗公表

　目標を設定した項目の進捗について，毎年，ホームページで公表します。

　前計画における目標と実績は，以下のとおりです。

【目標②】令和７年度末までに，職員に占める女性職員の割合を２０％以上にする。

する。

【実　績】職員採用試験を行っていない。

令和７年度 １１人 ４人 ３６．４％

【実　績】 年度 全職員数 女性 女性割合男性

７人

【目標③】女性の管理職がいないので，適正な時期に，女性職員を管理的地位へ登用する。

【実　績】年齢的要因等もあり，男女ともに管理的地位へ登用する職員がいなかった。



暇及び育児参加のための休暇取得率は令和元年度の１００％を維持する。

【実　績】 (1) 育児休業取得率及び平均取得期間

【目標④】令和７年度末までに，男性職員の育児休業取得率は１０％ととし，配偶者出産休

令和７年度まで対象職員がいなかった。

(3) 育児参加のための休暇及び平均取得日数

令和７年度まで男女ともに対象職員がいなかった。

(2) 配偶者出産休暇及び平均取得日数

① 職員に占める女性職員の割合

　職員のうち，女性が占める割合は３０％後半を維持しており，５年間で女性割合が増加

しています。

令和７年度まで対象職員がいなかった。

５．現状と課題

令和７年度 １１人 ７人 ４人 ３６．４％

年度 全職員数 男性 女性 女性割合

令和５年度 １２人 ８人 ４人 ３３．３％

令和６年度 １１人 ７人 ４人 ３６．４％

令和３年度 １２人 ９人 ３人 ２５．０％

令和４年度 １２人 ８人 ４人 ３３．３％

区分 全職員数 男性 女性 女性割合

②

　年齢的要因等もあり，男女ともに管理職がいません。

（令和７年度）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合

０．０％

課長級 ０人 ０人 ０人 ０．０％
管
理
職

局長級 ０人 ０人 ０人

計 ０人 ０人 ０人 ０．０％

管
理
職
以
外

の
職
員

課長補佐級 ０人 ０人 ０人 ０．０％

係長級 ５人 ４人 １人 ２０．０％

主幹級 ２人 １人 １人

計 １１人 ７人 ４人 ３６．４％

５０．０％

主事級 ４人 ２人 ２人 ５０．０％

合計 １１人 ７人 ４人 ３６．４％



③ 男女別の離職率及び平均継続勤務年数

　５年間で男性職員が２人退職しているのため，男性職員の離職率が高くなっています。

　近年女性職員の採用割合が高かったこともあり，平均継続勤務年数は，女性職員が短い

結果になっています。

区分 職員数 離職者数 離職率
平均継続
勤務年数

０．０％ １６．６年

女性 ４人 ０人 ０．０％ １０．３年令和７年度

男性 ７人 ０人

合計 １１人 ０人 ０．０％ １４．３年

令和６年度

男性 ７人 ０人 ０．０％ １５．６年

女性 ４人 ０人 ０．０％ ９．３年

合計 １１人 ０人 ０．０％ １３．３年

令和５年度

男性 ８人 １人 １２．５％ １５．４年

女性 ４人 ０人 ０．０％ ８．３年

合計 １２人 １人 ８．３％ １３．０年

１４．４年

女性 ４人 ０人 ０．０％ ７．３年令和４年度

男性 ８人 ０人 ０．０％

合計 １２人 ０人 ０．０％ １２．０年

令和３年度

男性 ９人 １人 １１．１％ １２．６年

１１．５年

※自己都合による退職を対象としています。

④ 管理職以外の職員一人当たりの一月当たりの平均超過勤務時間及び超過勤務の上限を超え

女性 ３人 ０人 ０．０％ ８．３年

合計 １２人 １人 ８．３％

令和７年度 １．１時間／月 ０人

令和６年度 １．１時間／月 ０人

た職員数

年度 平均超過勤務時間 超過勤務の上限を超えた職員数

令和３年度 １．２時間／月 ０人

※超過勤務の上限は，１月当たり４５時間，年間３６０時間

令和５年度 ０．３時間／月 ０人

令和４年度 ０．６時間／月 ０人



得日数は，横這い傾向にあります。

年度
一人当たりの年次
休暇平均取得日数

取得率
年次休暇の取得日数が
５日未満の職員の割合

⑤ 年次休暇の平均取得日数及び取得率並びに取得日数５日未満の職員の割合

　年次休暇が取得しやすい環境作り等の取組により，職員一人当たりの年次休暇の平均取

令和７年 １９．２日 ５１．３％ ０．０％

令和６年 １８．５日 ４９．０％ ０．０％

令和５年 １９．８日 ５１．６％ ０．０％

令和４年 １８．６日 ４６．９％ ０．０％

令和３年 １９．５日 ４５．８％ ０．０％

※各年内に年次休暇を２０日以上付与された職員を対象にしています。

【目　　標】女性職員が，妊娠・出産をしても退職せずに働き続けることができることを目

標とします。

６．行動計画

　本計画における目標と取組内容は，以下のとおりとします。

　①職員に占める女性職員の割合の維持

　②時間外勤務の削減

【目　　標】平均超過勤務時間を令和７年度より削減します。

【取組内容】妊娠中の職員や出産した職員が，安心して働けるよう，本人の希望を考慮し，

組みます。

業務分担の見直しや年次休暇・特別休暇の取得がしやすい職場環境作りに取り

　性を高めるような勤務に取り組みます。

【取組内容】◎事務的業務や施設管理業務の合理化等を行い，業務の簡素化に取り組みます。

◎職員一人ひとりが，勤務時間に対するコスト意識を持ち，時間当たりの生産



　③年次休暇の取得維持

◎所属課内でスケジュールを共有し，気兼ねなく年次休暇を取得できる職場環

　境作りに取り組みます。

【目　　標】年次休暇平均取得日数と取得率を維持します。

【取組内容】◎ゴールデンウィークや年末年始等に連続休暇を取得することを奨励します。

　④育児休業の取得促進

【目　　標】計画期間中に対象職員がいた場合には，育児休業の取得を目指します。

◎職員自身や家族の誕生日や記念日，子どもの学校行事等に年次休暇を取得す

　ることを奨励します。

◎育児休業を取得した職員から，育児休業を取得した感想等を収集し，取得の

　メリット等を周知します。

【取組内容】◎子どもを持つことになった職員が，安心して育児休業を取得できるような職

　場環境を作り，取得を促進します。

　⑤配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の取得促進

【目　　標】計画期間中に対象職員がいた場合には，配偶者出産休暇及び育児参加のための

◎育児休業を取得した職員には，定期的に情報提供を行い，安心して職場に復

　帰できる体制作りに取り組みます。

　の配慮等を周知し，取得を促進します。

◎育児参加のための休暇対象となった男性職員に対し，積極的な家事参加の必

休暇の取得率１００％を目指します。

【取組内容】◎配偶者出産休暇の対象となった男性職員に対し，産前産後における配偶者へ

【目　　標】子どもの看護や家族等の介護等が必要となった場合には，休暇の円滑な取得を

促進します。

　要性を周知し，取得を促進します。

 ⑥子どもの看護休暇及び家族等の介護休暇の取得促進

◎介護休暇を取得した職員には，定期的に情報提供を行い，安心して職場に復

　帰できる体制作りに取り組みます。

【取組内容】◎突発的な看護等が必要となった場合でも，休暇を円滑に取得できるよう，日

　ごろから職員同士が互いに協力し合う職場環境作りに取り組みます。



　意識の向上を図ります。

◎全ての職員が仕事と家庭を両立しながら，健康的に生活するために，職員同

 ⑦その他の取組

【取組内容】◎男女関係なく，互いに協力して子育てを行うなど，職員の男女共同参画への

　ンを取り，心身ともに健康に働き続けられるような職場環境作りに努めます。

　士が互いに理解し，認め合い，支え合える職場環境作りに努めます。

◎職員一人ひとりが，ハラスメントへの意識を持ち，円滑なコミュニケーショ


